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条

例

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
八
号
）

一

延
滞
利
子
の
利
率
を
引
き
下
げ
ま
す
。

年
五
パ
ー
セ
ン
ト

↓

年
三
パ
ー
セ
ン
ト

二

事
業
開
始
資
金
等
の
貸
付
限
度
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

（
例
）
事
業
開
始
資
金
の
貸
付
限
度
額

二
、
八
七
〇
、
〇
〇
〇
円

↓

二
、
九
三
〇
、
〇
〇
〇
円

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
ま
す
。

◉
東
京
都
食
品
安
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
九
号
）

一

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
〇
年
法
律
第
四
六
号
）
の
施
行
に
よ
る

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
二
三
三
号
）
の
改
正
等
に
伴
い
、
自
主
回
収
報
告
制
度
に

係
る
規
定
を
削
除
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
〇
号
）

一

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
〇
年
法
律
第
四
六
号
）
の
施
行
に
よ
る

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
二
三
三
号
）
の
改
正
等
に
伴
い
、
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら

必
要
な
営
業
施
設
の
基
準
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
食
品
製
造
業
等
取
締
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
条
例
第
七
一
号
）

一

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
〇
年
法
律
第
四
六
号
）
の
施
行
に
よ
る

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
二
三
三
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
条
例
を
廃
止
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
二
号
）

一

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三

九
号
）
の
施
行
に
よ
る
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
八
年
法
律
第
一
〇
五

号
）
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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◉
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
中
「
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

別
表
事
業
開
始
資
金
の
項
中
「
二
、
八
七
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
九
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改

め
、
同
表
事
業
継
続
資
金
の
項
中
「
一
、
四
四
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
四
七
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に

改
め
、
同
表
修
学
資
金
の
項
限
度
額
の
欄
第
四
号
中
「
九
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
一
五
、
〇
〇
〇

円
」
に
改
め
、
同
欄
第
五
号
中
「
七
六
、
五
〇
〇
円
」
を
「
九
六
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
六

号
中
「
九
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
三
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
七
号
中
「
七
六
、
五
〇
〇

円
」
を
「
一
〇
八
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
八
号
中
「
九
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
四
六
、
〇

〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
十
二
号
中
「
七
六
、
五
〇
〇
円
」
を
「
七
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同

欄
第
十
三
号
中
「
九
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
二
六
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
十
四
号
中
「
四

八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
九
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
就
学
支
度
資
金
の
項
中
「
、
大
学
院
若
し

く
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
三
八
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
二
〇
、
〇
〇
〇
円
、
国
、
地
方
公
共

団
体
、
国
立
大
学
法
人
又
は
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
院
へ
入
学
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
三
八

〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い

う
。
）
第
十
八
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
延
滞
利
子
の
計
算
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
延
滞
利
子
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
後
の
条
例
別
表
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
の
申
請
に
係
る
女
性
福
祉
資
金
の
貸

付
け
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
申
請
に
係
る
女
性
福
祉
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
食
品
安
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
九
号

東
京
都
食
品
安
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
食
品
安
全
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
七
項
を
削
る
。

第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条

削
除

第
二
十
六
条
第
九
項
中
「
規
則
」
を
「
東
京
都
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
食
品
安
全
条
例
（
以
下
「
旧
条

例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
に
報
告
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、

旧
条
例
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
七
十
号

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
四
条
」
に
、
「
す
べ
て
の
業
種
に
適
用
す
る
共
通
基
準
及

び
業
種
別
に
適
用
す
る
特
定
基
準
」
を
「
令
第
三
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
営
業
（
同
条
第
二
号
及
び
第

六
号
に
掲
げ
る
営
業
を
除
く
。
）
に
共
通
す
る
基
準
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
営
業
ご
と
の
基
準
及
び
法

第
十
三
条
第
一
項
の
基
準
又
は
規
格
に
適
合
す
る
生
食
用
食
肉
又
は
ふ
ぐ
を
取
り
扱
う
営
業
に
係
る
施
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設
の
基
準
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

営
業
施
設
の
基
準

第
一

令
第
三
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
営
業
（
同
条
第
二
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
営
業
を
除

く
。
）
に
共
通
す
る
基
準

一

施
設
は
、
屋
外
か
ら
の
汚
染
を
防
止
し
、
衛
生
的
な
作
業
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必

要
な
構
造
又
は
設
備
、
機
械
器
具
の
配
置
及
び
食
品
又
は
添
加
物
を
取
り
扱
う
量
に
応
じ
た
十

分
な
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。

二

食
品
又
は
添
加
物
、
容
器
包
装
、
機
械
器
具
そ
の
他
食
品
又
は
添
加
物
に
接
触
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
も
の
（
以
下
「
食
品
等
」
と
い
う
。
）
へ
の
汚
染
を
考
慮
し
、
公
衆
衛
生
上
の
危
害
の

発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
作
業
区
分
に
応
じ
、
間
仕
切
り
等
に
よ
り
必
要
な
区
画
が
さ
れ
、
工

程
を
踏
ま
え
て
施
設
設
備
が
適
切
に
配
置
さ
れ
、
又
は
空
気
の
流
れ
を
管
理
す
る
設
備
が
設
置

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
作
業
に
お
け
る
食
品
等
又
は
従
事
者
の
経
路
の
設
定
、
同
一
区

画
を
異
な
る
作
業
で
交
替
に
使
用
す
る
場
合
の
適
切
な
洗
浄
消
毒
の
実
施
等
に
よ
り
、
必
要
な

衛
生
管
理
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
お
、
住
居
そ
の
他
食
品
等
を
取
り
扱
う
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
室
又
は
場
所
が
同
一
の
建

物
に
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
と
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

施
設
の
構
造
及
び
設
備

イ

じ
ん
あ
い
、
廃
水
及
び
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
を
防
止
で
き
る
構
造
又
は
設
備
並
び
に
ね
ず

み
、
昆
虫
等
の
侵
入
を
防
止
で
き
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

食
品
等
を
取
り
扱
う
作
業
を
す
る
場
所
の
真
上
は
、
結
露
し
に
く
く
、
結
露
に
よ
る
か
び

の
発
生
を
防
止
し
、
及
び
結
露
に
よ
る
水
滴
に
よ
り
食
品
等
を
汚
染
し
な
い
よ
う
換
気
が
適

切
に
で
き
る
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

床
面
、
内
壁
及
び
天
井
は
、
清
掃
、
洗
浄
及
び
消
毒
（
以
下
「
清
掃
等
」
と
い
う
。
）
を

容
易
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
材
料
で
作
ら
れ
、
清
掃
等
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
構
造

で
あ
る
こ
と
。

ニ

床
面
及
び
内
壁
の
清
掃
等
に
水
が
必
要
な
施
設
に
あ
っ
て
は
、
床
面
は
不
浸
透
性
の
材
質

で
作
ら
れ
、
排
水
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。
内
壁
は
、
床
面
か
ら
容
易
に
汚
染
さ
れ
る
高
さ
ま

で
、
不
浸
透
性
材
料
で
腰
張
り
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

照
明
設
備
は
、
作
業
、
検
査
及
び
清
掃
等
を
十
分
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
照

度
を
確
保
で
き
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。

ヘ

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
、

同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
専
用
水
道
若
し
く
は
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
簡
易
専
用
水
道
に

よ
り
供
給
さ
れ
る
水
（
以
下
「
水
道
事
業
等
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
」
と
い
う
。
）
又
は
こ

れ
以
外
の
飲
用
に
適
す
る
水
（
以
下
「
飲
用
に
適
す
る
水
」
と
い
う
。
）
を
施
設
の
必
要
な

場
所
に
適
切
な
温
度
で
十
分
な
量
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
給
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

水
道
事
業
等
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
以
外
の
水
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応

じ
て
消
毒
装
置
及
び
浄
水
装
置
を
備
え
、
水
源
は
外
部
か
ら
汚
染
さ
れ
な
い
構
造
を
有
す
る

こ
と
。
貯
水
槽
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
食
品
衛
生
上
支
障
の
な
い
構
造
で
あ
る
こ

と
。

ト

法
第
十
三
条
第
一
項
の
基
準
又
は
規
格
に
食
品
製
造
用
水
の
使
用
に
つ
い
て
定
め
が
あ
る

食
品
を
取
り
扱
う
営
業
に
お
け
る
ヘ
の
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
飲
用
に
適
す
る
水
」

と
あ
る
の
は
「
食
品
製
造
用
水
」
と
し
、
食
品
製
造
用
水
又
は
殺
菌
し
た
海
水
を
使
用
で
き

る
旨
の
定
め
が
あ
る
食
品
を
取
り
扱
う
営
業
に
お
け
る
ヘ
の
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

「
飲
用
に
適
す
る
水
」
と
あ
る
の
は
「
食
品
製
造
用
水
若
し
く
は
殺
菌
し
た
海
水
」
と
す
る
。

チ

従
事
者
の
手
指
を
洗
浄
消
毒
す
る
装
置
を
備
え
た
流
水
式
手
洗
い
設
備
を
必
要
な
個
数
有

す
る
こ
と
。

な
お
、
水
栓
は
、
洗
浄
後
の
手
指
の
再
汚
染
が
防
止
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

リ

排
水
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

⑴

十
分
な
排
水
機
能
を
有
し
、
か
つ
、
水
で
洗
浄
を
す
る
区
画
及
び
廃
水
、
液
性
の
廃
棄

物
等
が
流
れ
る
区
画
の
床
面
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑵

汚
水
の
逆
流
に
よ
り
食
品
又
は
添
加
物
を
汚
染
し
な
い
よ
う
配
管
さ
れ
、
か
つ
、
施
設

外
に
適
切
に
排
出
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

⑶

配
管
は
、
十
分
な
容
量
を
有
し
、
か
つ
、
適
切
な
位
置
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ヌ

食
品
又
は
添
加
物
を
衛
生
的
に
取
り
扱
う
た
め
に
必
要
な
機
能
を
有
す
る
冷
蔵
又
は
冷
凍
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設
備
を
必
要
に
応
じ
て
有
す
る
こ
と
。
製
造
及
び
保
存
の
際
の
冷
蔵
又
は
冷
凍
に
つ
い
て
は
、

法
第
十
三
条
第
一
項
の
基
準
又
は
規
格
に
冷
蔵
又
は
冷
凍
に
つ
い
て
定
め
が
あ
る
食
品
を
取

り
扱
う
営
業
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
定
め
に
従
い
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ル

必
要
に
応
じ
て
、
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
侵
入
を
防
ぐ
設
備
及
び
侵
入
し
た
際
に
駆
除
す
る

た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ヲ

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
便
所
を
従
事
者
の
数
に
応
じ
て
有
す
る
こ
と
。

⑴

作
業
場
に
汚
染
の
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

⑵

専
用
の
流
水
式
手
洗
い
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ワ

原
材
料
を
種
類
及
び
特
性
に
応
じ
た
温
度
で
、
汚
染
の
防
止
可
能
な
状
態
で
保
管
す
る
こ

と
が
で
き
る
十
分
な
規
模
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ま
た
、
施
設
で
使
用
す
る
洗
浄
剤
、
殺
菌
剤
等
の
薬
剤
は
、
食
品
等
と
区
分
し
て
保
管
す

る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

カ

廃
棄
物
を
入
れ
る
容
器
又
は
廃
棄
物
を
保
管
す
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
不
浸
透
性
及
び
十

分
な
容
量
を
備
え
て
お
り
、
清
掃
が
し
や
す
く
、
汚
液
及
び
汚
臭
が
漏
れ
な
い
構
造
で
あ
る

こ
と
。

ヨ

製
品
を
包
装
す
る
営
業
に
あ
っ
て
は
、
製
品
を
衛
生
的
に
容
器
包
装
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
場
所
を
有
す
る
こ
と
。

タ

更
衣
場
所
は
、
従
事
者
の
数
に
応
じ
た
十
分
な
広
さ
が
あ
り
、
か
つ
、
作
業
場
へ
の
出
入

り
が
容
易
な
位
置
に
有
す
る
こ
と
。

レ

食
品
等
を
洗
浄
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
熱
湯
、
蒸
気
等
を
供
給
で
き
る
使
用
目
的
に

応
じ
た
大
き
さ
及
び
数
の
洗
浄
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ソ

添
加
物
を
使
用
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
を
専
用
で
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備

又
は
場
所
及
び
計
量
器
を
備
え
る
こ
と
。

四

機
械
器
具

イ

食
品
若
し
く
は
添
加
物
の
製
造
又
は
食
品
の
調
理
を
す
る
作
業
場
の
機
械
器
具
、
容
器
そ

の
他
の
設
備
（
以
下
「
機
械
器
具
等
」
と
い
う
。
）
は
、
適
正
に
洗
浄
、
保
守
及
び
点
検
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ロ

作
業
に
応
じ
た
機
械
器
具
等
を
備
え
る
こ
と
。

ハ

食
品
又
は
添
加
物
に
直
接
触
れ
る
機
械
器
具
等
は
、
耐
水
性
材
料
で
作
ら
れ
、
洗
浄
が
容

易
で
あ
り
、
熱
湯
、
蒸
気
又
は
殺
菌
剤
で
消
毒
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

固
定
し
、
又
は
移
動
し
難
い
機
械
器
具
等
は
、
作
業
に
便
利
で
あ
り
、
か
つ
、
清
掃
及
び

洗
浄
を
し
や
す
い
位
置
に
有
す
る
こ
と
。
組
立
式
の
機
械
器
具
等
に
あ
っ
て
は
、
分
解
及
び

清
掃
し
や
す
い
構
造
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
洗
浄
及
び
消
毒
が
可
能
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ホ

食
品
又
は
添
加
物
を
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
汚
染
を
防
止
で
き
る
専
用
の
容
器
を

使
用
す
る
こ
と
。

ヘ

冷
蔵
、
冷
凍
、
殺
菌
、
加
熱
等
の
設
備
に
は
、
温
度
計
を
備
え
、
必
要
に
応
じ
て
圧
力
計
、

流
量
計
そ
の
他
の
計
量
器
を
備
え
る
こ
と
。

ト

作
業
場
の
清
掃
等
を
す
る
た
め
の
専
用
の
用
具
を
必
要
数
備
え
、
そ
の
保
管
場
所
及
び
従

事
者
が
作
業
を
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
に
作
業
内
容
を
掲
示
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る

こ
と
。

五

そ
の
他

イ

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
に
あ
っ
て
は
、
三
の
ヨ
の
基
準
を
適
用

し
な
い
。

ロ

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
簡
易
な
営
業
（
そ
の
ま
ま
の

状
態
で
飲
食
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
食
品
を
食
器
に
盛
る
、
そ
う
ざ
い
の
半
製
品
を
加
熱

す
る
等
の
簡
易
な
調
理
の
み
を
す
る
営
業
を
い
い
、
喫
茶
店
営
業
（
喫
茶
店
、
サ
ロ
ン
そ
の

他
設
備
を
設
け
て
酒
類
以
外
の
飲
物
又
は
茶
菓
を
客
に
飲
食
さ
せ
る
営
業
を
い
う
。
）
を
含

む
。
第
二
の
一
の
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
イ
の
規
定
に
よ
る
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
営
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴

床
面
及
び
内
壁
に
あ
っ
て
は
、
取
り
扱
う
食
品
や
営
業
の
形
態
を
踏
ま
え
、
食
品
衛
生

上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
不
浸
透
性
材
料
以
外
の
材
料
を
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

⑵

排
水
設
備
に
あ
っ
て
は
、
取
り
扱
う
食
品
や
営
業
の
形
態
を
踏
ま
え
、
食
品
衛
生
上
支

障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
床
面
に
有
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑶

冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
に
あ
っ
て
は
、
取
り
扱
う
食
品
や
営
業
の
形
態
を
踏
ま
え
、
食
品

衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
施
設
外
に
有
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
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き
る
。

⑷

食
品
を
取
り
扱
う
区
域
に
あ
っ
て
は
、
従
事
者
以
外
の
者
が
容
易
に
立
ち
入
る
こ
と
が

で
き
な
い
構
造
で
あ
る
場
合
は
、
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

ハ

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
の
ニ
、
リ
、
ヲ
及
び
タ
の
基
準
を
適
用
し
な
い
。

ニ

令
第
三
十
五
条
第
九
号
に
規
定
す
る
食
肉
処
理
業
の
う
ち
、
自
動
車
に
お
い
て
生
体
又
は

と
た
い
を
処
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
の
ヲ
、
ワ
及
び
タ
並
び
に
四
の
ホ
の
基
準
を
適

用
し
な
い
。

ホ

令
第
三
十
五
条
第
二
十
七
号
及
び
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
営
業
以
外
の
営
業
で
冷
凍
食
品

を
製
造
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
か
ら
四
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
要

件
を
満
た
す
こ
と
。

⑴

原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
、
冷
凍
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室

又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

⑵

原
材
料
を
保
管
す
る
室
又
は
場
所
に
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

⑶

製
品
を
製
造
す
る
室
又
は
場
所
は
、
製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
加
熱
、
殺
菌
、
放
冷

及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

⑷

製
品
が
摂
氏
零
下
十
五
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
備
え
る

冷
凍
室
及
び
保
管
室
を
有
す
る
こ
と
。

ヘ

令
第
三
十
五
条
第
三
十
号
に
掲
げ
る
営
業
以
外
の
営
業
で
密
封
包
装
食
品
を
製
造
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
一
か
ら
四
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ

と
。

⑴

原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
又
は
調
合
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は

場
所
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
容
器
包
装
洗
浄
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

⑵

原
材
料
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
に
、
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

⑶

製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
解
凍
、
加
熱
、
充

塡
、
密
封
、
殺
菌
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

第
二

令
第
三
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
営
業
ご
と
の
基
準

一

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業

自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

⑴

簡
易
な
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
四
十
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、

か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

⑵

比
較
的
大
量
の
水
を
要
し
な
い
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
八
十
リ

ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る

こ
と
。

⑶

比
較
的
大
量
の
水
を
要
す
る
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
二
百
リ
ッ

ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ

と
。

二

令
第
三
十
五
条
第
二
号
の
調
理
の
機
能
を
有
す
る
自
動
販
売
機
（
屋
内
に
設
置
さ
れ
、
容
器

包
装
に
入
れ
ら
れ
ず
、
又
は
容
器
包
装
で
包
ま
れ
な
い
状
態
の
食
品
に
直
接
接
触
す
る
部
分
を

自
動
的
に
洗
浄
す
る
た
め
の
装
置
そ
の
他
の
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に

必
要
な
装
置
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
食
品
を
調
理
し
、
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売

す
る
営
業

イ

ひ
さ
し
、
屋
根
等
の
雨
水
を
防
止
で
き
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
雨
水
に
よ
る

影
響
を
受
け
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
自
動
販
売
機
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

ロ

床
面
は
、
清
掃
等
が
容
易
な
不
浸
透
性
材
料
の
材
質
で
あ
る
こ
と
。

三

令
第
三
十
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
食
肉
販
売
業

イ

処
理
室
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

処
理
室
に
解
体
さ
れ
た
鳥
獣
の
肉
、
内
臓
等
を
分
割
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る

こ
と
。

ハ

製
品
が
冷
蔵
保
存
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
製
品
が
摂
氏
十
度
以
下
と
、
冷
凍
保
存
を
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要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
製
品
が
摂
氏
零
下
十
五
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
が
で

き
る
機
能
を
備
え
る
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
処
理
量
に
応
じ
た
規
模
で
有
す
る
こ
と
。

ニ

不
可
食
部
分
を
入
れ
る
た
め
の
容
器
及
び
廃
棄
に
使
用
す
る
た
め
の
容
器
は
、
不
浸
透
性

材
料
で
作
ら
れ
、
処
理
量
に
応
じ
た
容
量
を
有
し
、
消
毒
が
容
易
で
あ
り
、
汚
液
及
び
汚
臭

が
漏
れ
な
い
構
造
で
あ
り
、
蓋
を
備
え
る
こ
と
。

四

令
第
三
十
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
魚
介
類
販
売
業

イ

原
材
料
の
保
管
及
び
処
理
並
び
に
製
品
の
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る

こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

原
材
料
の
処
理
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
鮮
魚
介
類
の
処
理
に
必
要
な
設
備
等
を
有
す
る

こ
と
。

ハ

生
食
用
鮮
魚
介
類
を
取
り
扱
う
施
設
に
あ
っ
て
は
、
生
食
用
鮮
魚
介
類
の
処
理
を
す
る
た

め
の
専
用
の
器
具
を
備
え
る
こ
と
。

ニ

か
き
を
処
理
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

⑴

必
要
に
応
じ
て
浄
化
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

⑵

か
き
の
前
処
理
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
殻
付
き
か
き
の
洗
浄
に
必
要
な
設
備
を
有
す

る
こ
と
。

⑶

か
き
の
処
理
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
む
き
身
の
処
理
、
洗
浄
及
び
包
装
に
必
要
な
設

備
を
有
す
る
こ
と
。

五

令
第
三
十
五
条
第
五
号
に
規
定
す
る
魚
介
類
競
り
売
り
営
業

イ

鮮
魚
介
類
の
入
荷
、
荷
分
け
、
陳
列
、
一
時
保
管
、
取
引
及
び
出
荷
を
す
る
場
所
を
有
し
、

必
要
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

必
要
に
応
じ
て
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
、
製
氷
設
備
並
び
に
靴
の
洗
浄
及
び
消
毒
を
す
る
た

め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

海
水
を
用
い
て
鮮
魚
介
類
の
洗
浄
及
び
冷
却
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て

海
水
の
殺
菌
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

六

令
第
三
十
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
集
乳
業

イ

生
乳
の
貯
蔵
設
備
及
び
受
入
検
査
設
備
（
検
査
を
外
部
委
託
す
る
施
設
で
あ
る
場
合
を
除

く
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

生
乳
の
取
扱
量
に
応
じ
た
冷
却
器
又
は
冷
蔵
保
管
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

七

令
第
三
十
五
条
第
七
号
に
規
定
す
る
乳
処
理
業

イ

生
乳
の
受
入
検
査
、
貯
蔵
及
び
処
理
並
び
に
製
品
の
保
管
を
し
、
必
要
に
応
じ
て
洗
瓶
を

す
る
室
又
は
場
所
及
び
容
器
洗
浄
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
生
乳
を
使
用
し
な
い
施

設
に
あ
っ
て
は
貯
蔵
及
び
受
入
検
査
を
す
る
室
又
は
場
所
、
検
査
を
外
部
委
託
す
る
施
設
に

あ
っ
て
は
受
入
検
査
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

生
乳
の
処
理
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
ろ
過
、
殺
菌
、
充
塡
及
び
密
栓
に
必
要
な
設
備
を

有
す
る
こ
と
。

ハ

製
品
が
摂
氏
十
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷
却
器
及

び
冷
蔵
設
備
を
処
理
量
又
は
製
造
量
に
応
じ
た
規
模
で
有
す
る
こ
と
（
常
温
保
存
可
能
品
の

み
を
製
造
す
る
施
設
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

ニ

生
乳
の
検
査
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
生
乳
の
検
査
を
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す

る
こ
と
。

八

令
第
三
十
五
条
第
八
号
に
規
定
す
る
特
別
牛
乳
搾
取
処
理
業

イ

搾
乳
、
生
乳
の
処
理
及
び
製
品
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
並
び
に
牛
体
洗
浄
設
備
並
び

に
生
乳
の
貯
蔵
設
備
及
び
受
入
検
査
設
備
（
検
査
を
外
部
委
託
す
る
施
設
で
あ
る
場
合
を
除

く
。
）
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
洗
瓶
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

生
乳
の
処
理
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
ろ
過
、
殺
菌
、
充
塡
及
び
密
栓
に
必
要
な
設
備
を

有
す
る
こ
と
。

な
お
、
生
乳
の
殺
菌
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
自
記
温
度
計
を
付
け
た
殺
菌
設
備
を
有

す
る
こ
と
。

ハ

製
品
が
摂
氏
十
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷
却
器
及
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び
冷
蔵
設
備
を
処
理
量
に
応
じ
た
規
模
で
有
す
る
こ
と
。

九

令
第
三
十
五
条
第
九
号
に
規
定
す
る
食
肉
処
理
業

イ

原
材
料
の
荷
受
及
び
処
理
並
び
に
製
品
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

不
可
食
部
分
を
入
れ
る
た
め
の
容
器
及
び
廃
棄
に
使
用
す
る
た
め
の
容
器
は
、
不
浸
透
性

材
料
で
作
ら
れ
、
処
理
量
に
応
じ
た
容
量
を
有
し
、
消
毒
が
容
易
で
あ
り
、
汚
液
及
び
汚
臭

が
漏
れ
な
い
構
造
で
あ
り
、
蓋
を
備
え
る
こ
と
。

ハ

製
品
が
冷
蔵
保
存
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
製
品
が
摂
氏
十
度
以
下
と
、
冷
凍
保
存
を

要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
製
品
が
摂
氏
零
下
十
五
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
が
で

き
る
機
能
を
備
え
る
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
処
理
量
に
応
じ
て
有
す
る
こ
と
。

ニ

処
理
室
は
、
解
体
さ
れ
た
獣
畜
又
は
食
鳥
の
肉
、
内
臓
等
を
分
割
す
る
た
め
に
必
要
な
設

備
を
有
す
る
こ
と
。

ホ

生
体
又
は
と
た
い
を
処
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

⑴

と
さ
つ
放
血
室
（
と
さ
つ
及
び
放
血
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
剥
皮
を
す
る
場
所

並
び
に
剥
皮
前
の
と
た
い
の
洗
浄
を
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
懸
ち
ょ
う
室
、
脱
羽
を
す
る
場
所
及
び
羽
毛
、
皮
、
骨
等
を
置

く
場
所
を
有
し
、
処
理
前
の
生
体
又
は
と
た
い
、
処
理
後
の
食
肉
等
の
搬
入
及
び
搬
出
を

す
る
場
所
が
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑵

剥
皮
を
す
る
場
所
は
、
懸
ち
ょ
う
設
備
並
び
に
従
事
者
の
手
指
及
び
ナ
イ
フ
等
の
器
具

の
洗
浄
及
び
消
毒
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

⑶

懸
ち
ょ
う
室
は
、
他
の
作
業
場
所
か
ら
隔
壁
に
よ
り
区
画
さ
れ
、
出
入
口
の
扉
が
密
閉

で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

⑷

洗
浄
消
毒
設
備
は
、
摂
氏
六
十
度
以
上
の
温
湯
及
び
摂
氏
八
十
三
度
以
上
の
熱
湯
を
供

給
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ま
た
、
供
給
す
る
温
湯
及
び
熱
湯
の
温
度
を
確
認
で
き
る
温
度
計
を
備
え
る
こ
と
。

ヘ

自
動
車
に
お
い
て
生
体
又
は
と
た
い
を
処
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

を
満
た
す
こ
と
。

⑴

処
理
室
は
、
他
の
作
業
場
所
か
ら
隔
壁
に
よ
り
区
画
さ
れ
、
出
入
口
の
扉
、
窓
等
が
密

閉
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

⑵

計
画
処
理
頭
数
（
一
の
施
設
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
処
理
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た

頭
数
を
い
う
。
）
に
応
じ
、
水
道
事
業
等
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
又
は
飲
用
に
適
す
る
水

を
十
分
に
供
給
す
る
機
能
を
備
え
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
鹿
又
は
い
の
し
し
を
処
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
成
獣
一
頭
当
た
り
約
百
リ

ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

⑶

排
水
の
貯
留
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
貯
留
設
備
は
、
不
浸
透
性
材
料
で
作
ら
れ
、
汚
液

及
び
汚
臭
が
漏
れ
な
い
構
造
で
あ
り
、
蓋
を
備
え
る
こ
と
。

⑷

車
外
に
お
い
て
剥
皮
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
処
理
す
る
場
所
を
処
理
室
の
入
口
に

隣
接
し
て
有
し
、
風
雨
、
じ
ん
あ
い
等
外
部
環
境
に
よ
る
と
た
い
の
汚
染
及
び
昆
虫
等
の

侵
入
を
一
時
的
に
防
止
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ト

血
液
を
加
工
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

⑴

運
搬
用
具
の
洗
浄
及
び
殺
菌
並
び
に
原
材
料
と
な
る
血
液
の
貯
蔵
及
び
処
理
を
す
る
室

並
び
に
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
製
品
の
包
装
を
す
る
室
を
有
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
採
血
か
ら
加
工
ま
で
が
一
貫
し
て
行
わ
れ
、
他
の
施
設
か
ら
原
材
料
と

な
る
血
液
が
運
搬
さ
れ
な
い
施
設
に
あ
っ
て
は
、
運
搬
器
具
を
洗
浄
及
び
殺
菌
し
、
か
つ
、

原
材
料
と
な
る
血
液
を
貯
蔵
す
る
室
を
有
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

な
お
、
各
室
又
は
設
備
は
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑵

処
理
量
に
応
じ
た
原
材
料
貯
留
槽
、
分
離
機
等
を
有
す
る
こ
と
。

⑶

原
材
料
と
な
る
血
液
の
受
入
設
備
か
ら
充
塡
設
備
ま
で
の
各
設
備
が
サ
ニ
タ
リ
ー
パ
イ

プ
で
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十

令
第
三
十
五
条
第
十
号
に
規
定
す
る
食
品
の
放
射
線
照
射
業

イ

専
用
の
照
射
室
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

適
切
な
照
射
線
量
を
正
確
に
調
整
で
き
る
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
及
び
照
射
設
備
を
有
す
る
こ

と
。

ハ

照
射
線
量
を
正
確
に
測
定
で
き
る
化
学
線
量
計
を
備
え
る
こ
と
。

十
一

令
第
三
十
五
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
菓
子
製
造
業
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イ

原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所

を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

原
材
料
の
前
処
理
及
び
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、

解
凍
、
調
整
、
調
合
、
整
形
、
発
酵
、
加
熱
、
殺
菌
、
放
冷
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有

す
る
こ
と
。

ハ

原
材
料
及
び
製
品
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備

を
有
す
る
こ
と
。

ニ

シ
ア
ン
化
合
物
を
含
有
す
る
豆
類
を
原
材
料
と
し
て
生
あ
ん
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
浸
漬
、
蒸
煮
、
製
あ
ん
及
び
水
さ
ら
し
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
二

令
第
三
十
五
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
及
び
調
合
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
並
び
に
生

乳
の
貯
蔵
設
備
（
生
乳
を
使
用
し
な
い
施
設
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
及
び
受
入
検
査
設
備

（
検
査
を
外
部
委
託
す
る
施
設
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
ろ
過
、
殺
菌
、
冷
却
、
充
塡
、
包
装
及
び
凍
結
に

必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
三

令
第
三
十
五
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
乳
製
品
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
及
び
調
合
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
並
び
に
生

乳
の
貯
蔵
設
備
（
生
乳
を
使
用
し
な
い
施
設
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
及
び
受
入
検
査
設
備

（
検
査
を
外
部
委
託
す
る
施
設
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
洗
瓶
を

す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
ろ
過
、
殺
菌
、
冷
却
、
充
塡
及
び
包
装
に
必
要
な

設
備
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
発
酵
、
濃
縮
、
乾
燥
、
乳
化
及
び
分
離
を
す
る
た
め
の
設
備

を
有
す
る
こ
と
。

十
四

令
第
三
十
五
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
清
涼
飲
料
水
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
及
び
調
合
並
び
に
製
品
の
製
造
（
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
類
の
み
を
製
造

す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
製
造
に
限
る
。
）
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て

容
器
の
洗
浄
及
び
製
造
又
は
組
立
て
を
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

原
材
料
の
調
合
及
び
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
に
あ
っ
て
は
、
調
合
、
充
塡
、
密

封
及
び
殺
菌
又
は
除
菌
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
五

令
第
三
十
五
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
食
肉
製
品
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
、
前
処
理
及
び
調
合
並
び
に
製
品
の
製
造
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又

は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

く
ん

ロ

製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
殺
菌
、
乾
燥
、
燻
煙
、
塩
漬
け
、

製
品
の
中
心
部
温
度
の
測
定
、
冷
却
等
を
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
六

令
第
三
十
五
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
水
産
製
品
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
し
、
必
要
に
応
じ
て
原
材

料
の
乾
燥
、
洗
浄
及
び
解
凍
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

原
材
料
の
保
管
及
び
製
品
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
冷
蔵
又
は
冷

凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

原
材
料
の
前
処
理
又
は
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
解
凍
、
調

く
ん

ば
い

合
、
加
熱
、
殺
菌
、
乾
燥
、
燻
煙
、
焙
焼
、
脱
水
、
冷
却
等
を
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る

こ
と
。

ニ

生
食
用
鮮
魚
介
類
を
取
り
扱
う
場
合
は
、
生
食
用
鮮
魚
介
類
の
処
理
を
す
る
専
用
の
器
具

を
備
え
る
こ
と
。
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ホ

魚
肉
練
り
製
品
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
材
料
の
前
処
理
及
び
製
品
の
製
造
を

ら
い
か
い

す
る
室
又
は
場
所
に
擂
潰
及
び
殺
菌
（
魚
肉
の
す
り
身
を
製
造
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
必

要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ヘ

か
き
を
処
理
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

⑴

必
要
に
応
じ
て
浄
化
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

⑵

か
き
の
前
処
理
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
殻
付
き
か
き
の
洗
浄
に
必
要
な
設
備
を
有
す

る
こ
と
。

⑶

か
き
の
処
理
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
む
き
身
の
処
理
、
洗
浄
及
び
包
装
に
必
要
な
設

備
を
有
す
る
こ
と
。

十
七

令
第
三
十
五
条
第
十
七
号
に
規
定
す
る
氷
雪
製
造
業

製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
し
、
必
要
に
応
じ
て
製
品
の
調
整
及
び
包
装
を
す
る
室
又
は
場
所

を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
八

令
第
三
十
五
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る
液
卵
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
並
び
に
製
品
の
製
造
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ

と
。な

お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

製
品
を
製
造
す
る
室
又
は
場
所
は
、
割
卵
、
充
塡
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
し
、
必

要
に
応
じ
て
洗
卵
、
ろ
過
並
び
に
加
熱
殺
菌
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

製
品
が
冷
蔵
保
存
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
製
品
が
摂
氏
八
度
以
下
と
、
冷
凍
保
存
を

要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
製
品
が
摂
氏
零
下
十
五
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
が
で

き
る
機
能
を
備
え
る
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
九

令
第
三
十
五
条
第
十
九
号
に
規
定
す
る
食
用
油
脂
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
設
備
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

食
用
油
脂
の
製
造
を
す
る
施
設
の
室
又
は
場
所
に
あ
っ
て
は
、
精
製
、
充
塡
及
び
包
装
に

必
要
な
設
備
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
搾
油
及
び
調
合
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

マ
ー
ガ
リ
ン
又
は
シ
ョ
ー
ト
ニ
ン
グ
の
製
造
を
す
る
施
設
の
室
又
は
場
所
に
あ
っ
て
は
、

充
塡
及
び
包
装
に
必
要
な
設
備
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
練
り
合
わ
せ
、
殺
菌
及
び
冷
却

に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
熟
成
室
を
有
す
る
こ
と
。

二
十

令
第
三
十
五
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
み
そ
又
は
し
ょ
う
ゆ
製
造
業

き
く

イ

製
麹
を
し
、
原
材
料
の
保
管
、
前
処
理
、
仕
込
み
及
び
熟
成
を
し
、
並
び
に
製
品
の
充
塡
、

包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。ま

た
、
充
塡
及
び
包
装
を
す
る
室
又
は
場
所
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
容
器
の
洗
浄

及
び
製
造
又
は
組
立
て
を
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

し
ょ
う
ゆ
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
圧
搾
、
火
入
れ
、
調
合
、
ろ

過
及
び
圧
搾
製
成
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

み
そ
又
は
し
ょ
う
ゆ
を
主
原
料
と
す
る
食
品
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
調
合
、
ろ

過
、
乾
燥
、
加
熱
殺
菌
、
充
塡
及
び
密
栓
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
一

令
第
三
十
五
条
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
酒
類
製
造
業

き
く

イ

製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
製
麹
を
し
、
原
材
料
の
保
管
、
前
処
理
、
仕
込
み
及
び
熟
成

（
蒸
留
及
び
圧
搾
を
含
む
。
）
を
し
、
並
び
に
製
品
の
充
塡
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又

は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

製
品
の
充
塡
及
び
包
装
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
容
器
の
洗
浄
及
び
検
瓶

並
び
に
製
造
又
は
組
立
て
を
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

き
く

ハ

製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
洗
浄
、
浸
漬
、
蒸
き
ょ
う
、
製
麹
、
糖
化
、
煮
沸
、
発
酵
、

蒸
留
、
圧
搾
、
火
入
れ
、
調
合
、
ろ
過
、
充
塡
及
び
密
栓
に
必
要
な
設
備
等
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
二

令
第
三
十
五
条
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
豆
腐
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
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る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
殺
菌
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
し
、
必
要
に

応
じ
て
包
装
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

無
菌
充
塡
豆
腐
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
連
続
流
動
式
の
加
熱
殺
菌
機
並
び
に
充

塡
及
び
密
封
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ニ

豆
腐
を
主
原
料
と
す
る
食
品
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
冷
凍
、

乾
燥
、
油
調
等
を
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
三

令
第
三
十
五
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
納
豆
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
、
前
処
理
、
発
酵
及
び
熟
成
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
す
る
室
又

は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

原
材
料
の
蒸
煮
、
発
酵
及
び
冷
却
並
び
に
製
品
の
包
装
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
四

令
第
三
十
五
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
麺
類
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所

を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
原
材
料
及
び
製
品
の
乾
燥
及
び
冷
蔵
又
は
冷
凍
を
す
る
室
又
は
場

所
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

原
材
料
の
前
処
理
及
び
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
に
あ
っ
て
は
、
製
造
す
る
品
目

に
応
じ
て
、
混
練
、
成
形
、
圧
延
、
裁
断
、
茹
で
、
蒸
し
、
油
調
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備

を
有
す
る
こ
と
。

二
十
五

令
第
三
十
五
条
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
そ
う
ざ
い
製
造
業
及
び
同
条
第
二
十
六
号
に

規
定
す
る
複
合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所

を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
解
凍
、
加
熱
、
殺
菌
、

放
冷
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

原
材
料
及
び
製
品
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
六

令
第
三
十
五
条
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
冷
凍
食
品
製
造
業
及
び
同
条
第
二
十
八
号
に

規
定
す
る
複
合
型
冷
凍
食
品
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
、
冷
凍
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
た
め

の
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

原
材
料
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
加
熱
、
殺
菌
、
放
冷

及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ニ

製
品
が
摂
氏
零
下
十
五
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷

凍
室
及
び
保
管
室
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
七

令
第
三
十
五
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
漬
物
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所

を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

原
材
料
の
前
処
理
及
び
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
洗
浄
、
漬

け
込
み
、
殺
菌
等
を
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

浅
漬
け
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
製
品
が
摂
氏
十
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷
蔵
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
八

令
第
三
十
五
条
第
三
十
号
に
規
定
す
る
密
封
包
装
食
品
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
又
は
調
合
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場

所
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
容
器
包
装
洗
浄
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
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な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

原
材
料
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
解
凍
、
加
熱
、
充
塡
、

密
封
、
殺
菌
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
九

令
第
三
十
五
条
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
食
品
の
小
分
け
業

イ

原
材
料
の
保
管
及
び
加
工
並
び
に
製
品
の
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る

こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

原
材
料
及
び
製
品
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備

を
有
す
る
こ
と
。

三
十

令
第
三
十
五
条
第
三
十
二
号
に
規
定
す
る
添
加
物
製
造
業

イ

原
材
料
の
保
管
並
び
に
製
品
の
製
造
、
小
分
け
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を

有
す
る
こ
と
。

な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
抽
出
、
反
応
、
混
合
、
ろ
過
、
し

過
、
精
製
、
濃
縮
等
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

な
お
、
添
加
物
製
剤
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
含
有
成
分
を
均
一
に
す
る
機
械
設

備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

原
材
料
又
は
製
品
の
試
験
検
査
を
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
器
具
を
有
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
試
験
検
査
の
う
ち
特
殊
な
試
験
に
必
要
な
設
備
及
び
器
具
に
つ
い
て
は
、
当
該
試

験
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
他
の
機
関
を
利
用
し
て
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
試
験
検
査
を
す

る
場
合
で
あ
っ
て
、
食
品
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

添
加
物
及
び
添
加
物
以
外
の
製
品
の
製
造
を
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
添
加
物
の
製
造
に

使
用
す
る
機
械
器
具
が
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
添
加
物
及
び
添
加
物
以
外
の
製

品
を
同
一
の
工
程
で
製
造
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
一
の
機
械
器
具
を
使
用
し
て
も
製
造
さ

れ
た
添
加
物
が
法
第
十
三
条
第
一
項
の
基
準
及
び
規
格
に
適
合
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

第
三

法
第
十
三
条
第
一
項
の
基
準
又
は
規
格
に
適
合
す
る
生
食
用
食
肉
又
は
ふ
ぐ
を
取
り
扱
う
営

業
に
係
る
施
設
の
基
準

一

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
食
肉
販
売
業
、

同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
食
肉
処
理
業
、
同
条
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
複
合
型
そ
う
ざ
い
製

造
業
及
び
同
条
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
複
合
型
冷
凍
食
品
製
造
業
の
う
ち
、
生
食
用
食
肉
の

加
工
又
は
調
理
を
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
第
一
及
び
第
二
の
基
準
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
要

件
を
満
た
す
こ
と
。

イ

生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
す
る
た
め
の
設
備
は
、
他
の
設
備
と
区
分
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

ロ

器
具
及
び
手
指
の
洗
浄
及
び
消
毒
を
す
る
た
め
の
専
用
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
す
る
た
め
の
専
用
の
機
械
器
具
を
備
え
る
こ
と
。

ニ

取
り
扱
う
生
食
用
食
肉
が
冷
蔵
保
存
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
生
食
用
食
肉
が
摂

氏
四
度
以
下
と
、
冷
凍
保
存
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
生
食
用
食
肉
が
摂
氏
零
下
十

五
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有

す
る
こ
と
。

ホ

生
食
用
食
肉
を
加
工
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
加
工
量
に
応
じ
た
加
熱
殺
菌
を
す
る
た
め

の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
、
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
魚
介
類
販
売

業
、
同
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
水
産
製
品
製
造
業
、
同
条
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
複
合
型

そ
う
ざ
い
製
造
業
及
び
同
条
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
複
合
型
冷
凍
食
品
製
造
業
の
う
ち
、
ふ

ぐ
を
処
理
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
第
一
及
び
第
二
の
基
準
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
こ
と
。

イ

除
去
し
た
卵
巣
、
肝
臓
等
の
有
毒
な
部
位
の
保
管
を
す
る
た
め
、
施
錠
で
き
る
容
器
等
を

備
え
る
こ
と
。

ロ

ふ
ぐ
の
処
理
を
す
る
た
め
の
専
用
の
器
具
を
備
え
る
こ
と
。

ハ

ふ
ぐ
を
凍
結
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ふ
ぐ
を
摂
氏
零
下
十
八
度
以
下
で
急
速
に
凍
結
で
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き
る
機
能
を
備
え
る
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措

置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
り
営
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
者
に
係
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛

生
法
施
行
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
営
業
施
設
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

食
品
製
造
業
等
取
締
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
七
十
一
号

食
品
製
造
業
等
取
締
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

食
品
製
造
業
等
取
締
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
条
例
第
百
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
七
十
二
号

東
京
都
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
東
京
都
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
動
物
の
」
を
「
動
物
（
犬
及
び
猫
を
除
く
。
）
の
」
に
、
「
動
物
が
」
を
「
当

該
動
物
が
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
及
び
第
五
条
第
三
項
」
を
削
る
。

第
十
条
中
「
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
百
七
号
）
別
表

に
規
定
す
る
動
物
」
を
「
法
第
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
動
物
」
に
改
め
、
「
の
各
号
」
を
削

る
。第

十
二
条
第
一
項
中
「
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
」
の
下
に
「
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を

受
け
た
者
が
実
施
す
る
研
修
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
三
中
「
第
二
十
四
条
の
二
」
を
「
第
二
十
四
条
の
二
の
二
」
に
改

め
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
知
事
は
、
」
の
下
に
「
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
事
務
並
び
に
」
を

加
え
、
「
、
法
第
二
十
四
条
」
を
削
り
、
「
監
視
及
び
指
導
」
を
「
事
務
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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